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子ども・子育て会議 

資料 No.3 H26,02,03 

 

 

 

子ども・子育て支援新制度について 

 

 

１ ３つの「目的」 

● 質の高い幼児期の学校教育、保育の総合的な提供 

● 保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的改善 

 ・待機児童の解消 

 ・地域の保育を支援 

  ・教育・保育の質的改善 

● 地域の子ども・子育て支援の充実 

 

 

 

２ 子ども・子育て関連３法 

● 子ども・子育て支援法 

● 改正認定こども園法 

● 関係整備法（児童福祉法等の改正） 
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３ 新制度の全体像 

新制度による子ども・子育て支援サービスは、「給付」と「事業」で構成さ

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども・子育て支援給付 

 

○認定こども園 

○幼稚園 

○保育所 

①施設型給付 

 

○小規模保育 

○家庭的保育 

○居宅訪問型保育 

○事業所内保育 

②地域型保育給付 

 

①利用者支援事業 

②地域子育て支援拠点事業 

③妊婦健診 

④乳児家庭全戸訪問事業 

⑤養育支援訪問事業 

（要支援児童・要保護児童等の 

支援に資する事業） 

⑥子育て短期支援事業 

⑦ファミリー・サポート・ 

センター事業 

⑧一時預かり事業 

⑨延長保育事業 

⑩病児・病後児保育事業 

⑪放課後児童クラブ 

⑫実費徴収に係る補足給付を 

行う事業 

⑬多様な主体の参入促進事業 

③児童手当 

地域子ども・子育て支援事業 
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４ 主な改革内容 

● ア「給付」の創設 

①[施設型給付]（認定こども園、幼稚園、保育所） 

○a 個々の児童について「保育の必要性」を認定（※１）し、認定内容に応 

  じた給付を行う。 

 

※１ 保育の必要性の認定（支給認定）について 

・保護者からの申請に基づき、市町村が「保育の必要性」を認定し、認定 

証を交付 

・保育の必要性の認定区分は次の３区分 

[１号認定]  満３歳～５歳で 保育の必要性なし（教育のみ） 

[２号認定] 満３歳～５歳で 保育の必要性あり（教育＋保育） 

[３号認定]   ０歳～２歳で 保育の必要性あり（保育のみ） 

・さらに、保育の必要量に応じて、「長時間認定」と「短時間認定」に区分 

・保育を必要とする事由（現行の「保育に欠ける」要件に相当）、 

長時間／短時間の区分、優先利用等について、国が定める基準に基づき、 

市町村が基準を定める。 

 

○b 保護者に対する給付を、施設が法定代理受領 

○c 市町村が利用調整（※２）を行った上で、利用者と施設が直接契約 

（利用料は施設が徴収） 

 

※２ 利用調整について 

給付の対象となる保護者に対する「利用調整」が市町村の義務となる。 

【利用調整の内容】 

・施設等に関する情報の提供 

・施設等の利用に関する相談・助言（保護者の利用希望等を勘案して実施） 

・施設等のあっせん 

・施設等に対する利用の要請 

 

○d ただし、民間保育所は従来どおり利用者と市町村が契約 

（保育料は市町村が徴収） 

○e 給付の対象となる施設は、利用定員を定めた上で市町村が確認（※３） 

※私立幼稚園は、給付を受けず、従来どおり私学助成・就園奨励補助を受け 

 ることも可能 
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※３ 確認制度について 

・市町村は、事業者からの申請に基づき、給付の対象となる施設・事業を 

利用定員を定めた上で「確認」 

※施設・事業の「認可」とは別の手続き 

・利用定員は、当該施設・事業の類型に従い、事業計画（需要と供給）に 

照らし、保育の必要性の認定区分（１号／２号／３号）ごとに設定 

・確認を受ける施設・事業は、国が定める基準に基づいて市町村が条例で 

定める「運営基準」を満たすことが必要 

・市町村は、利用定員の設定に当たり、子ども・子育て会議の意見を聴く 

必要あり。 

 

○f 国が給付単価の「公定価格」を定める。 

○g 利用者負担は、現行水準・利用者の負担能力を勘案した応能負担 

 

 

②[地域型保育給付]（※４） 

（小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育） 

保育の必要性の認定に応じた給付等、基本的な仕組みは施設型給付と同じ。 

 

※４ 地域型保育事業について 

次の４事業が児童福祉法上の市町村認可事業とされ、「地域型保育給付」 

の対象となる。 

・小規模保育事業（定員：６人以上１９人以下） 

原則として満３歳未満の保育を必要とする子どもに対する保育を行う。 

・家庭的保育事業（定員：５人以下） 

原則として満３歳未満の保育を必要とする子どもに対し、家庭的保育者 

の居宅等において保育を行う。 

・居宅訪問型保育事業 

原則として満３歳未満の保育を必要とする子どもに対し、その居宅にお 

いて家庭的保育者による保育を行う。 

・事業所内保育事業 

原則として満３歳未満の保育を必要とする子どもに対し、事業所内の 

施設等において保育を行う。 

従業員の子どもに加え、一定割合の地域の保育を必要とする子どもを 

保育 
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● イ 認定こども園制度の改善 

新たな「幼保連携型認定こども園」の創設 

 

○a 学校及び児童福祉施設としての法的位置付けを持つ単一の施設として、 

新たな「幼保連携型認定こども園」を創設 

満３歳以上児に対し、学校教育と就労時間に応じた保育を提供 

（満３歳未満児の受入れは任意） 

 

○b 行政からの財政措置が「施設型給付」に一本化 

 

 

 

 

 

 

 

 

○c 認可手続・権限が一本化 

 

 

 

 

 

 

 

※その他の類型（幼稚園型、保育所型、地方裁量型）の認定こども園の 

認可手続等は現行どおり 

 

 

○d 設置主体は、国、自治体、学校法人、社会福祉法人のみ 

○e 既存の幼稚園、保育所からの移行は任意 

 

 

 

 

 

［現行制度］ 

・保育所部分： 

運営費負担金（市町村） 

・幼稚園部分： 

私学助成（都道府県） 

＋就園奨励費補助（市町村） 

 

［新制度］ 

施設型給付 

（市町村） 一本化 

一本化 

［現行制度］ 

・幼稚園の認可（都道府県） 

・保育所の認可 

（都道府県、政令・中核市） 

・認定こども園の認定（都道府県） 

 

［新制度］ 

認定こども園の認可 

（都道府県、政令・

中核市） 
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● ウ 地域子ども・子育て支援事業の拡充 

地域子ども・子育て支援事業を充実（新設、拡充、制度改正） 

※２ページの ①～⑬事業 

 

＜新設、拡充、制度改正の例＞ 

○利用者支援事業《新設》 

・子どもや保護者が、新制度により提供される学校教育・保育や地域子ども・

子育て支援事業の中から適切なものを選択し、円滑に利用できるよう、身近

な場所で支援 

 

○放課後児童クラブ《拡充・制度改正》 

・対象児童を拡大（概ね１０歳未満の小学生 → 小学校６年生） 

・設備・運営（従事者、員数、施設・設備、開所日数・時間等）に関する 

基準を、国が定める基準に基づき、市町村が条例化 

（現行制度の基準はガイドラインによる） 

 

 

● エ 認可制度の改善 

保育所、認定こども園、地域型保育事業の認可制度を改善・透明化し、保育需 

要の増大に機動的に対応。 

 

○申請内容が客観的な認可基準を満たせば、原則として認可する。 

［例外］ 

•供給過剰による需給調整が必要な場合 

•欠格事由に該当する場合 

 

○認可基準は、国が定める省令に基づき、都道府県・政令市等が条例で定め 

る。 

・条例で認可基準を定める施設・事業 

幼保連携型認定こども園、保育所、地域型保育事業 

・認可基準の内容 

従業者の資格・員数、居室の床面積、各種設備、教育・保育時間 等 
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● オ 事業計画の策定 

市町村及び都道府県ごとに、国の「基本指針」に即した「子ども・子育て支援 

事業計画」を策定し、これに基づいて給付・事業を実施 

 

○地理的状況等を勘案して「区域」（木津川市の場合は、中学校区とする。）を

定め、区域ごとに、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の「量の見

込み」、「確保方策」、「実施時期」等を定める。 

○「量の見込み」は、市内の子どもについて、教育・保育等の「現在の利用 

状況」に「利用希望」を踏まえて設定する。 

（保護者に対するニーズ調査の分析結果による。） 

○計画期間は５年間（H27～H31 年度） 

（中間年度等で見直しの必要が生じる可能性あり。） 

○計画策定に当たり、京都府との協議・調整が必要 

○計画の策定・変更、進捗管理（ＰＤＣＡサイクルのチェック）に当たり、 

子ども・子育て会議の意見を聴く必要あり。 

 

 

● カ 子ども・子育て会議の設置 

国及び自治体に「子ども・子育て会議」を設置し、新制度に基づく子ども・子

育て支援策に、子育ての当事者、子育て支援の当事者等の意見を反映 

 

○国の子ども・子育て会議においては、「基本指針」、公定価格、各種基準 

（施設・事業の設備・運営基準、保育の必要性の認定基準等）などの重要事 

項について意見を聴取 

 

国の子ども・子育て会議の開設状況 

※概ね月１回のペースで開催 

とき おもな経過 

H24,08,10 子ども・子育て関連 3法成立 

H24,08,22 子ども・子育て関連 3法公布（施行日 H27 年度） 

H25,04,26 
第 1回子ども・子育て会議 

・基本指針(案) ・住民ニーズの把握方法 

H25,05,31 
第 2回子ども・子育て会議 

・基本指針(案)・ニーズ調査票(案)・専門部会の設置 

H25,06,21 
第 3回子ども・子育て会議 

・基本指針(案) ・ニーズ調査票(案) 
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H25,07,05 
第 4回子ども・子育て会議 

・基本指針(案) ・ニーズ調査票のひな形・項目 

H25,07,26 
第 5回子ども・子育て会議 

・基本指針(案)、ニーズ調査の調査票イメージ 

H25,09,13 
第 6回子ども・子育て会議 

保育の必要性の認定基準等 

H25,10,03 
第７回子ども・子育て会議 

保育の必要性の認定基準等 

H25,11,25 
第 8回子ども・子育て会議 

保育の必要性の認定基準等 

H25,12,16 
子ども・子育て会議（第 9回） 

今後の次世代育成支援対策推進法の取り扱い等 

H25,12,26 

子ども・子育て会議（第 10回） 

地域型保育事業、地域子ども・子育て支援事業に位置付け

る事業、確認制度、幼保連携型認定こども園の基準等につ

いて、概ねの方向性と一応のとりまとめ。 

H25,01,15 

子ども・子育て会議（第 11回） 

①公定価格 

②保育の必要性の認定（保育の必要量の部分） 

 

 

○自治体においても、「地方版子ども・子育て会議」の設置が努力義務とされ、

新制度による子ども・子育て施策が、地域の子ども及び子育て家庭の実情を

踏まえて実施されることを担保する上で、重要な役割が期待されている。 

 

 

 

● キ 財源・費用負担 

○国は、１０％への消費増税により、平成２７年段階で、０.７兆円の追加 

財源（恒久財源）を確保 

消費増税（予定）平成２６年４月：８％ →  平成２７年１０月：１０％ 

○０.７兆円は、保育等の「量の拡充」（待機児童解消等）及び「質の改善」 

（職員配置・処遇改善等）に充当。 

○質・量の充実を図るため、０.７兆円に加え、さらに０.３兆円程度の追加 

源が必要であり、その確保が国の課題とされている。 

 


